
 報告資料２ 

昭島市教育委員会訓令第 ２ 号 

 昭島市教育委員会事務局 

昭島市教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和 ７年 ３月３１日 

昭島市教育委員会 

教育長 山 下 秀 男 

 

昭島市教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令 

昭島市教育委員会文書管理規程（昭和50年教育委員会訓令第１号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第１項中「昭和50年昭島市訓令第１号」を「令和７年昭島市訓令第

５号」に改め、同条第２項中「文書主任」を「文書取扱主任」に改める。 

第３号様式を削り、第４号様式を第３号様式とする。 

第５号様式を次のように改める。 

附 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第３条関係）（表） 

起案書 

保存期間 
                  

記号・番号 
                 

                                   

文書分類 

                  
起  案 

                 

                                   

                  
施行予定 

                 

                                   

フォルダー 

タイトル 

                  
決  裁 

                 

                                   

                  
施  行 

                 

                                   

先方の文書 
                  

収 受 日 
                 

                                   

宛  先 

                  

発 信 者 

                 

                                   

                                   

件  名 

                                         

                                         

                                         

伺 い 文 
                                         

                                         

決裁区分 

 

                                      

                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

審 

査 

                    

起 

案 

             起案者氏名 

                                           
                                           
                                           
                                 

電話 
      

                                       

公開区分 
                  

非公開理由 
                

                                  

合議                     決裁後供覧                 

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

起案の趣旨及び起案事項                        

                                               

昭島市教育委員会 



第４号様式（裏） 

起案書 

 

昭島市教育委員会 
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報告事項２ 参考資料 

昭島市教育委員会文書管理規程新旧対照表 

 

下線は、改正部分を示す。 

新 旧 

（準用） （準用） 

第２条 教育委員会における文書事務については、次の各条に定めるもの

のほか、昭島市文書管理規程（令和７年昭島市訓令第５号）を準用する。 

第２条 教育委員会における文書事務については、次の各条に定めるもの

のほか、昭島市文書管理規程（昭和50年昭島市訓令第１号）を準用する。 

２ 前項において準用する場合、同訓令中「市長」「副市長」とあるのは

「教育長」と、「総務部長」とあるのは「学校教育部長」と、「総務部

総務課長」及び「企画部法務担当課長」とあるのは「学校教育部教育総

務課長」と、「企画政策課法務担当係長」とあるのは「文書取扱主任」

と、「市」とあるのは「教育委員会」と、「本庁」とあるのは「昭島市

教育委員会事務局設置規則（昭和32年昭島市教育委員会規則第２号）に

規定する昭島市教育委員会事務局」と、「課」とあるのは「昭島市教育

委員会事務局処務規則（昭和57年昭島市教育委員会規則第４号）第２条

に規定する課、昭島市学校給食共同調理場設置条例（昭和43年昭島市条

例第４号）第１条に規定する昭島市学校給食共同調理場、昭島市民会館

条例（昭和57年昭島市条例第８号）第１条に規定する昭島市民会館及び

昭島市公民館条例（昭和57年昭島市条例第９号）第１条に規定する昭島

市公民館」と、「総務部総務課」とあるのは「学校教育部教育総務課（第

４章を除く。）」と、「昭島市規則」等とあるのは「昭島市教育委員会

規則」等と、「昭島市公印規程（昭和42年昭島市訓令第９号）」とある

のは「昭島市教育委員会公印規程（昭和42年昭島市教育委員会訓令第４

号）」とそれぞれ読み替えるものとする。 

２ 前項において準用する場合、同訓令中「市長」「副市長」とあるのは

「教育長」と、「総務部長」とあるのは「学校教育部長」と、「総務部

総務課長」及び「企画部法務担当課長」とあるのは「学校教育部教育総

務課長」と、「企画政策課法務担当係長」とあるのは「文書主任」と、

「市」とあるのは「教育委員会」と、「本庁」とあるのは「昭島市教育

委員会事務局設置規則（昭和32年昭島市教育委員会規則第２号）に規定

する昭島市教育委員会事務局」と、「課」とあるのは「昭島市教育委員

会事務局処務規則（昭和57年昭島市教育委員会規則第４号）第２条に規

定する課、昭島市学校給食共同調理場設置条例（昭和43年昭島市条例第

４号）第１条に規定する昭島市学校給食共同調理場、昭島市民会館条例

（昭和57年昭島市条例第８号）第１条に規定する昭島市民会館及び昭島

市公民館条例（昭和57年昭島市条例第９号）第１条に規定する昭島市公

民館」と、「総務部総務課」とあるのは「学校教育部教育総務課（第４

章を除く。）」と、「昭島市規則」等とあるのは「昭島市教育委員会規

則」等と、「昭島市公印規程（昭和42年昭島市訓令第９号）」とあるの

は「昭島市教育委員会公印規程（昭和42年昭島市教育委員会訓令第４号）」

とそれぞれ読み替えるものとする。 

 （起案文書の決裁区分） 

 第３条 起案文書の決裁区分の表示は、教育長の決裁事案を甲、部長の専

決事案を乙、課長の専決事案を丙とすることができる。 

（様式） （様式） 

第３条 この規程の施行について、必要な様式は、別記のとおりとする。 第４条 この規程の施行について、必要な様式は、別記のとおりとする。 
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新 旧 

 第３号様式 

 （略） 

第３号様式 第４号様式 

（略） （略） 

第４号様式（第３条関係）（表） 第５号様式（第４条関係） 
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新 旧 

 
第４号様式（裏） 
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